
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 27年 6月 18日 第 27‐10号 

 

        
④ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 

      ⑥障害者総合支援法の対象となる疾病数が 332に拡大されます                   
 
7 月 1 日（水）から「障害福祉サービス等（※）」の対象となる疾病数が、151 から 332 へ拡

大されます。 

 対象となる方は、障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）をお持

ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。 

 詳しい手続き等については、お問い合わせください。 

 対象となる疾病については、笠間市のホームページをご覧ください。 

ホームページ  http://www.city.kasama.lg.jp/（「障害者総合支援法」で検索） 
 
※障害福祉サービス・相談支援・補装具および地域生活支援事業（障がい児は、障がい児通所支 

援と障がい児入所支援も含む） 
 
問 社会福祉課（内線 154・155） 

 

 10 月から始まるマイナンバー制度の基本

と、具体的な対策を分かりやすく解説する企

業向けセミナーを開催します。 

日時 7月 10日（金）午後 2時～4時 

会場 笠間市商工会本所 3階大会議室 

テーマ 「マイナンバー制度 企業の実務対策」 

講師 村井
む ら い

 健一
けんいち

さん 

   （中小企業診断士、社会保険労務士） 

受講料 無料 

主催 笠間市商工会、水戸法人会笠間地区会、 

笠間市青色申告会 

申込方法 FAXでお申し込みください。定員 

になり次第締め切ります。 

申込期限 7月 7日（火） 
 
※詳しくは、笠間市商工会のホームページを 

ご覧ください。 

http://www.kasama-shoko.jp/ 
 
申・問 笠間市商工会  

℡ 0296-72-0844 

FAX 0296-72-5495 

 

 

 

⑮マイナンバーセミナーの参加者を 

募集します 

 ビオトープ天神の里で、夜の昆虫観察を行

います。 

昨年は飛んでいるヘイケボタルを観察し

たり、クロマドボタルをそっとのぞいたりし

ました。また、セミが羽化しているところも

見ることができました。 

楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。 

日時 7月 18日（土）※荒天中止 

集合：午後 7時 

観察：午後 7時 10分～8時 30分 

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近） 

持ち物 懐中電灯（履物は長靴がよい） 

定員 50名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 7月 10日（金） 
 
※小学生以下は保護者同伴とします。 

※詳細については、後日申込者に通知します。 
 
申・問 環境保全課（内線 125） 

 

 

⑯天神の里「夜の昆虫観察会」の参加者 

を募集します 

ハイキングを楽しみながら、身近な樹木や

草花など、自然の魅力を知っていただくため

に、自然観察会を開催します。 

愛宕山周辺は、認定を目指している筑波山

地域ジオパーク構想のジオサイト候補地です。 

当日はハイキングができる服装でご参加

ください。参加費は無料です。 

日時 7月 18日（土）午前 9時～正午 

   ※昼食は取らずに解散します。 

   ※小雨決行です。 

場所 愛宕山（上郷地区） 

講師 茨城県環境アドバイザー   

吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん 

対象 健脚で自然観察に興味のある方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

持ち物 飲み物、植物等の図書、雨具（傘・ 

長靴）、杖（ステッキ）、筆記用具 

主催 かさま環境を考える会、笠間市 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 7月 10日（金）     

申・問 環境保全課（内線 125） 

 

 

⑰第 46回自然観察会の参加者を募集 

します 

 

 オストミー協会茨城県支部では、「人工肛

門・人工膀胱保有者のためのオストミー講習

会」を開催します。 

日時 7月 19日（日）午前 10時～午後 3時 

会場 水戸市福祉ボランティア会館 ミオス 

2階 会議室（水戸市赤塚 1-1） 

内容 ・講演会および相談 

・オストメイト同士の懇談会 

・ストーマ用装具展示、説明 

参加費 1,000円（昼食代を含む） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 （公社）日本オストミー協会 

茨城県支部 中部地区センター長  

皆川
みなかわ

  

℡ 029-292-5192 

 

 

⑱オストミー講習会の参加者を募集 

します  

 

    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。   ⑨ページ   

            ⑦介護サービスをご利用の方へ                                     
  
平成 27年度の介護保険制度改正により、平成 27年 8月から主に以下の点が変更となります。 
 

（1）負担割合の変更 

 これまで一律に 1割とされていた、介護サービスを利用する際の自己負担割合について、一定

所得以上の方は 2割となります。 

 自己負担割合を示す「介護保険負担割合証」を、6月下旬から 7月上旬にかけて、要介護（要

支援）認定者全員に送付します。 

＜2割負担となる方＞ 

 本人の合計所得金額が 160万円以上の方。 

※ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身で 280万円未満、65歳以上の方が 

2人以上いる世帯で 346万円未満の方は、従来どおり 1割です。 
 

（2）特定入所者介護サービス費（食費・居住費）を支給する条件の変更 

 施設サービスおよび短期入所サービスの食費・居住費は、所得の低い方に対し上限額が設けら

れており、上限額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として施設等に支払われますが、

その対象となる条件が以下のとおり変更となります。 

①配偶者（住所が別の場合も含む）の市民税課税状況を含めて判断します。 

②預貯金等の資産を含めて判断します。 
 
※現在、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方に対しては、6月下旬以降個別に通知 

します。 
 

（3）高額介護サービス費の上限額の変更 

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計が、一定の額を超えた場合、超えた額が高

額介護サービス費として支給されますが、医療保険制度における現役並み所得に相当する方は、

限度額が 37,200円から 44,400円に引き上げられます。 

＜現役並み所得相当の方＞ 

 同一世帯内に 65歳以上で課税所得 145万円以上の方がいる方。 

※ただし、単身世帯で収入が 383万円未満、65歳以上の方が 2人以上の世帯で収入の合計が 

520万円未満の場合は、従来どおり 37,200円です。 

 

問 高齢福祉課（内線 171・173） 

 

 


